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都道府県労働局 
労働基準部長 殿 

厚生労働省労働基準局 
労災補償部補償課長 

く 公印省略Ⅰ 

第三者行為災害の 事務処理における 人身傷害補償保険 

の 取扱いに係る 留意事項について 

第三者行為災害の 事務処理における 人身傷害補償保険 ( 以下「火傷保険」と 

い う 。 ) の 取扱いについては、 平成 16 年 3 月 17 日付け 基発第 0317001 号 ( 以下「 通 

達 」 という。 ) により指示されたところであ るが、 その運用に当たっては 下記 

の事項に留意されたい。 

" 一 "- - @ Ⅰ 已 

工 人 傷 保険取扱保険会社との 連携について 

(1) 自動車事故による 第三者行為災害であ って、 被災労働者又はその 遺族 ( 以 

下「第一当事者等」 という。 ) が労働者災害補償保険法に 基づく保険給付 

のほか、 火傷保険からも 保険金を受けることができる 事案 ( 以下「火傷 保 

険 該当事案」 という。 ) についての通達に 示された事務処理についてば、 

本省において 人身傷害補償保険取扱保険会社 ( 以下「火傷保険取扱保険金 

社 」 という。 ) との間で協議済みであ り、 各保険会社の 本社から支店等に 

対する周知力依頼したところであ るが、 各都道府県労働局においても、 損 

害保険会社との 定期的な協議の 場等を通じて 通達の内容について 周知登底 

を 図り円滑な事務処理に 努めること。 

(2) 通達 記の 2 (3) のなお書きのとおり、 自損事故については、 火傷保険取扱 

保険会社に対して 労災保険の請求、 支給決定及び 給付状況に関する 情報提 

供は行わないこととしているところであ る。 

これは、 第三者に対する 求償事務が生じない 自損事故について 労災保険に 

係る個人情報を 提供するとすれば、 労災保険の事務以外の 目的のために 個 

人情報を提供することとなり、 このような個人情報の 提供はできないこと 
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2  人 傷 保険と自動車損害賠償責任保険との 関係 廿 こついて 
"" 圭 労災保険給付と 自動車損害賠償責任保険 ( 以下「 自賠貝 保険」という ） 

による保険金との 支給調整においては、 原則として自賠責保険に 対する請求 
を 矢イ干するよ う 請求人に対し 指導すること ( 以下「 自賠 先行の指導」という。 ) 
としている。 

一方、 人 傷 保険と自賠責保険との 関係においては、 請求人が人 傷 保険の保 
険金の支払の 先行を希望する 場合には、 自賠責保険の 損害賠償額の 支払 は 、 

火傷保険の保険金の 支払が完了するまで 行われない。 
このような人 傷 保険と自賠責保険との 関係を踏まえると、 火傷保険該当事 

案のうち第一当事者等が 既に人 傷 保険の保険金の 請求をしているものについ 
て、 労災保険給付の 請求があ った場合には、 第一当事者等は 労災先行を希望 

しているといえるものであ るから、 自賠先行の指導を 行 う必 、 要はないこ と 

3  通達の適用について 

通達による事務処理は、 本年 4 月 1 日以降に「第姉者行為災害 届 」が提出 

された事案について 適用することとするが、 次の点に留意すること。 
(1) 本年 4 月 1 日以降においては、 通達による改正後の 様式及び新たに 定め 

られた様式を 使用すること。 

ただし当分の 間、 改正前の様式も 使用することができることとする。 

(2)  本年 4 月 1 日以降、 改正前の様式による「第姉者行為災害 届 」が提出さ 

れた場合にば、 労働基準監督署において 第一当事者等から 火傷保険に関す 
る 事項を聴取するなどして 火傷保険該当事案であ るか否かを把握するこ 

と 。 

また、 これにより、 火傷保険該当事案であ ることが判明した 事案につい 
ては、 第一当事者等から 改正後の様式による「俳書」 ( 様式第 1 号 ) を改 

めて提出させること。 

(3) 通達による改正後の 様式及び新たに 定められた様式については、 別途 管 

理 換えを行 う 予定であ るが、 管理換えまでの 間は別添の様式を 適宜複写し 

て 使用すること。 
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平成 生 月 日 

労働者災害補償保険法施行規則第 22 条の規定により 届けます。 
  

    保険給付請求権 者 

/ 署 受付日付Ⅰ 
    

住所 
郵便番号 (   

    
  

""@  "- / 氏 ・カリフ げ名 ㊥ 
労働基準監督署長 殿 電話 (       

Ⅰ 第一当事者 ( 被災者 ) 2  第一当事者 ( 被災者 ) の所属事業場 
フリガナ 

氏 名 ( 男 。 女 )  労働保険番号 

生年三月日 年 月 日 (  歳 )  府県 所望 管轄 基幹番号 枝番号   
住所 

                        

職種 名称 

3  災害発生 所在地 
  

日日 寺 平成 年 月 日 

午前。 午後 目き 分頃 郵便番号 一 電話     

場所 代表者 ( 役職 ) 

( 氏名 ) 

4  第二当事者 ( 相手方 ) 担当者 ( 所属部訳名 ) 

氏名 (  歳 ) ( 氏名 ) 

住所 

5  災害調査を行った 警察署又は派出所の 名称 

郵便番号 一 電話     警察署 係 ( 派出所 ) 

第二当事者 ( 相手方 ) が業務中であ った場合 

所属事業場名称 6  災害発生の事実の 現認者 (5 の災害調査を 行った 

所在地 警察署 又は 派出所がない 場合に記入してください。 ) 

氏名 

郵便番号 一 電話     住所 

代表者 ( 役職 ) 

( 氏名 ) 郵便番号   壷 弓ぅ 。 舌     

7  あ なたの運転していた 車両 ( あ なたが運転者の 場合にのみ記入してください。 ) 

車種 火・ モ ・ 特 ・日工，軽 目 ・ 原付自 登録番号 ( 車両番号 ) 

運転者宥 免許の種類 免許証番号 資格取得 有効期限 免許の条件 

の 免許無 年 月 日 年 月 日まで 

 
 

  



( 届 その 2) 

8  事故現場の状況 
天 候 晴 。 曇 。 小雨。 雨 。 小雪。 雪 。 暴風雨。 霧 。 濃霧 

見 透 し 良い                 ( 障害物 があ っだ。 ) 
道路の状況 ( あ なた ( 被災者 ) が運転者であ った場合に記入してください。 ) 

道路の幅 ( 胡 、 舗装。 非舗装、 坂 ( 上り。 下り。 緩 。 急 ) 
で 二はニ 。 砂利 道 。 道路欠損。 工事中。 凍結。 その他 (   

( あ なた ( 被災者 ) が歩行者であ った場合に記入してください。 ) 
歩 車道の区別が ( あ る。 な い ) 道路、 車の交通頻繁な 道路、 住宅地。 商店街の道路 
歩行者用道路 ( 車の通行 許。 否 ) 、 その他の道路 (   

標 識 速度制限 ( ぬ n@h) 。 追い越し禁止。 一方通行。 歩行者横断禁止 ( 有 。 無 ) 

一時停止 ( 有 。 無 ) 。 停止線 ( 有 。 無 ) 

信 号 機 無 。 有 ( 色 で交差点に入った )  信号機時間外 ( 質点滅。 赤点滅 ) 
横断歩道上の 信号機 ( 有 ， 無 ) 

交 通 量 多い ， 少ない。 中位 

9  事故当時の行為、 心身の状況及び 車両の状況 
心身の状況 正常・い ぬ れ り 。 疲労。 わき 見 ，病気     ，飲酒 
あ なだの行為 ( あ なた ( 被災者 ) が運転者であ った場合に記入してください。 ) 

直前に警笛を ( 鳴らした。 鳴らさない、 相手を発見したのは ( ) m 手前 
ブレーキを ( かけた ( スリップ m) . かけない ) 、 方向指示 灯 ( だした・ださない ) 

停止線で一時停止 ( した，しない、 速度は約 ( Ⅰ   m り五 相手は約 ( ) 旧 打爪 
( あ なた ( 被災者 ) が歩行者であ った場合に記入してください。 ) 
横断中の場合 横断場所 ( ) 、 信号機 (  ) 色で横断歩道に 入った。 

左右の安全確認、 ( した・しない、 車の直前・直後を 横断 ( した，しない ) 
通行中の場合 通行場所 ( 歩道，車道。 歩 車道の区別がない 道路 ) 

通行のしかだ ( 車 と同方向・対面方向 ) 

1 0  第二当事者 ( 相手方 ) の自賠責保険 ( 共済 ) 及び任意の対人賠償保険 ( 共済 ) に関すること 
(1) 自賠責保険 ( 共済 ) について (2) 任意の対人賠償保険 ( 共済 ) について 
証明書番号 第 万 証券番号 第 

由吉 ワ 

保険 ( 共済 ) 契約者 保険 ( 共済 ) 契約者 
( 氏名 ) ( 氏名 ) 
( 住所 ) ( 住所 ) 

保険金額対人 万円 

第二当事者 ( 相手方 ) と契約者との 関係 第二当事者 ( 相手方 ) と契約者との 関係 
保険会社の管轄店名 保険会社の管轄店名 
管轄居所在地 管轄居所在地 

郵便番号 一 電話     郵便番号 一 一一エ ヨ 毛 。 " 。 ロ     

(3) 保険金 ( 損害賠償額 ) 請求の有無 有。 無 1 1  運行供用者が 第二当事者 ( 相手方 ) 以外の 

有の場合の 々 自賠責保険 ( 共済 ) 単独 場合の運行供用者 
請求方法 ロ 自賠責保険 ( 共済 ) と任意の 名称低 率 ) 

対人賠償保険 ( 共済 ) との一括 所在地 ( 住所 ) 
保険金 ( 損害賠償額 ) の支払を受けている 
場合は 、 受けた者の氏名、 金額及びその 年月日 郵便番号 一 電話     

氏名 運行供用者が 法人であ る場合の代表者 
金額 円 氏名 
受領年月日 生 ・ 

月 日 役職 

 
 2  あ なた ( 被災者 ) の人身傷害補償保険に 関すること 
人身傷害補償保険に 保険会社の管轄店名 

( 加入している・していない )  管轄 居 所在地 
証券番号 第     

  

保険 ( 共済 ) 契約者 郵便番号 一 
  一 目面 - 言ヨ     

( 氏名 ) 人身傷害補償保険金の 請求の有無 有・ 無 

( 住所 ) 人身傷害補償保険金 (/3 支払を受けている 場合 

は 、 受けた者の氏名、 金額及びその 年月日 

保険金額 万円 氏名 
あ なた ( 被災者 ) と契約者との 関係 金額 円 

受領年月日 午 月 日 



1 3  災害発生状況 

第一当事者 ( 被災者 ) 。 第二当事者 ( 相手方 ) co 

行動、 災害発生原因と 状況をわかりやずく 記入し 

てください。 

  

  

1 5  過失割合 

私の過失割合 は % 、 

相手の過失割合は % だと思います。 

理由 

  

1 7  身体損傷及び 診療機関 

( 届 そのり 
「 4  現場見取図 

道路方向の地名 ( 至 00 方面 ) 、 道路幅、 信号、 

横断歩道、 区画 線 、 道路標識、 接触点等くわしく 

記入してください。 
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「 6  示談について 

々 示談が成立した。 (  年 月 日 ) 

ロ 交渉中 

ハ 示談ばしない。 

二 示談をずる予定 (  年 月 日頃 予定 ) 

ホ 裁判の見込み (  年 月 日頃 提訴予定 ) 

私 ( 被災者 ) 側 

部位・傷病名 

エロ 小玉   

診療機関名称 

所在地 l 

本日手側めかっていることだけ 記入してくだきい U   

1 8  損害賠償金の 受領 

ェ 欄の者については、 2 欄から 6 欄 、 ， 1 3 欄及び 1 4 欄に記載したとおりであ ることを証明し 

圭ヰづ 丁ぃ " 。 

丑 木 

主 平成 午 月 日 

クコ 事業場の名称 

-- 言 一 j と 事業主の氏名 ㊥ 
明 ( 法人の場合は 代表者の役職・ 氏名 ) 

  

 
 

 
 

 
 



( 届ぞ のの 

第三者行為災害届を 記載するに当たっての 注意事項 

1 災害発生後、 すみやかに提出してください。 

なお、 不明な事項があ る場合にば、 葉欄 とし、 提出時に申し 出てぐださい。 
2  業務災害。 通勤災害及び 交通事故。 交通事故以外のいずれか 該当するものに 0 をしてくだ 

ュ い   

なお、 例えば構内における 移動式クレーンに よ る 事故のような 場合 は 交通事故に含まれ、 

自転車同士の 衝突事故のような 場合は交通事故にば 含まれまぜ ん 。 

3  通勤災害の場合には、 事業主の証明は 必要あ りません。 

4  第一当事者 ( 被災者 ) とは、 労災保険給付を 受ける原因となった 業務災害又は 通勤災害を 

被った者をいいます。 

5  災害発生の場所は、 00 町 0 丁目 00 番地 00 ストア 前 歩道のように 具体的に記入してく 
ださい 0 

6  第二当事者 ( 相手方 ) が業務中であ った場合にほ、 「 届 その 1 」の 4 欄に必ず記入してくだ 

さい 0 

7  第二当事者 ( 相手方 ) 側 と示談を行 う 場合には、 あ らかじめ所轄労働基準監督署に 必ず 御 
相談ください " 

示談の内容によっては、 保険給付を受けられない 場合があ ります。 
8  交通事故以外の 災害の場合には「 届 その Z 」を提出する 必要はあ りません。 

9  運行供用者とは、 自己のために 自動車の運行をさせる 者をいいますが、 一般的には自動車 

0 所有者及び使用者等がこれに 当たります。 

10  「現場見取図」について、 作業場における 事故等で欄が 不足し書ききれない 場合にはこの 

用紙の下記記載欄を 使用し、 この「 届 その 4 」もあ わせて提出してください。 

なお、 「 届 その 8 」の 12 欄に記載した 場合には「 届 その 4 」の提出は不要です。 

Ⅱ 損害賠償金を 受領した場合には、 第二当事者 ( 相手方 ) スは 保険会社等からを 問わずすべ 
て記入してください。 

12  この 届 用紙に書ききれない 場合には、 適宜別紙に記載 し て あ わせて提出してください。 

13  この用紙は感圧紙 (2 部複写 ) になっていますので、 2 部とも提出してください。 
なお、 この上でメモ 等をしますと 下に写りますので 注意してください。 

14  「保険給付請求権 者の氏名」の 欄及び「事業主の 氏名」の欄は、 記名押印することに 代え 
て、 自筆による署名をすることができます。 

現 場 見 取 図  
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様式 第 1 号 

念 垂   

災害発生年月日 平 J;E @@L @ ｜ 

  日 災害発生場所 

第 - 当事者 ( 被災者 ) 氏名 第二当事者㈹ 手力 @ 氏名 

上 上記災害に関して、 労災保険給付を 請求するに当たり 似、 下の事項を遵守する 

ことを誓約します。 

(1) 相手方と示談を 行お う とする場合は 必ず前もって 貴職に連絡します。 

(2) 相手方に白紙委任状を 渡しません。 

(3) 相手方から金品を 受けたときは、 受領の年月日、 内容、 金額 ( 評価額 ) 

を 漏れなく、 かつ遅滞なく 貴職に連絡します。 

2  上記災害に関して、 私が相手方と 行った示談の 内容によって ば 、 労災保険 給 

付 を受げられない 場合があ ることについては 承知しました。 

3  上記災害に関して、 私が労災保険給付を 受けた場合には、 私の有する損害賠 

償請求権 及び保険会社等に 対する被害者請求権 を、 政府が労災保険給付の 価額 

の 限度で取得し、 損害賠償金を 受領することについては 承知しました。 

4  上記災害に関して、 私が保険金請求権 を有する人身傷害補償保険取扱保険会 

社に対して、 私の労災保険の 請求、 支給決定及び 給付状況を通知されることをこ 

ついては異議あ りまぜ ん 。 

平成 月 % ト １ 

労働基準監督署長 殿 

請求権 者の住所 

氏名 

( Ⅹ請求 佳 者の氏名は請求楠山が 白署してください。 ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



様式 第 13 号 

号
目
 

月
 

第
 

発
年
 

成
 

平
 

御中 

労働基準監督署長 目 

労働者災害補償保険の 請求についてのお 知らせ 

第一当事者 氏名 男 ・ 女 " と 房 すこ 

( 被災者 )  住所 

事故年月日 平成 午 月 日 場 所 

人身傷害補償 人身傷害補償 第一当事者 方 

保険契約者氏名 保険証券番号 登録番号 ( 車両番号 ) 

上記第一当事者 ( 被災者 ) の第三者行為災害に 関し、 労災保険給付の 請求があ りましたので、 

今後、 当該第一当事者は 労災保険給付を 受ける可能性があ ることをお知らせいたします。 

なお、 今後これ以外にも 請求のあ る給付の種類は 増える場合があ ります。 

請求のあ った労災保険給付 ( 該当するものに 0) 

①療養 ( 補償 ) 給付 

②休業 ( 補償 ) 給付 

③障害 ( 補償 ) 給付 

④遺族 ( 補償 ) 給付 

⑤葬祭料 ( 葬祭給付 ) 

⑥介護 ( 補償 ) 給付 

 
 

 
 

 
 X

 
A
 

 
 

F
 

 
 

地
 

在
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 テ

 
"
 

番
 

）
 

便
話
 

 
 

労働基準監督署 ( 担当者 ) 



様式第 14 号 

労働基準監督署長 殿 

平成 年 月 日 

会社名 

責任者氏名 囲 

労働者災害補償保険の 給付状況等についての 照会 

フリガナ 

第一当事者 氏 名 

( 被災者 ) 

住 所 

事故年月日 平成 午 月 

人身傷害補償 

・保険契約者氏名， 

大正 

男 ・ 女 生年月日 昭和 年 月 日 

平成 

日 場 所 

第一当事者 方 

・登録番号 ( 車両番号 ). 

上記第一当事者 ( 被災者 ) の第三者行為災害に 関し、 現時点における 労災保険給付に 係る支給 

決定及び給付状況について 照会します ( 労働福祉事業に 基づく特別支給金を 除きます。 ) 。 

なお、 御回答は平成 年 月 日 までにお願いします。 

( 郵便番号 )   ( 所在地 ) 

( 電 話 )     (FAX)     

( 管轄店名 ) ( 担当者氏名 ) 



様式第 15 号 

登第 " テ 

平成 年 月 日 

御中 

労働基準監督署長 
回 

労働者災害補償保険の 給付状況等についての 回答 

第一当事者 ( 被災者 ) 事故年月日 平成 年 月 日 

上記第一当事者 ( 被災者 ) に関する平成 年 月 日付け文書により 照会の件に 

つき、 下記のとおり 回答します ( 労働福祉事業に 基づく特別支給金を 除きます。 ) 。 

- 一 一 - Ⅱ 己 

工 支給決定済みのもの ( 平成 年 月 日 現在 ) 

( ェ ) 支払済みのもの 

①療養 ( 補償 ) 給付 託 円 ( 対象期間平成 年 月 日～平成 年 月 田 

②休業 ( 補償 ) 給付 託 円 ( 対象期間平成 年 月 日～平成 年 月 日 

う ち休業実日数 国分、 給付基礎日額 円 ) 

③傷病 ( 補償 ) 年金 計 目 早 金 ( 平成 年 月分～平成 年 月分 ) 

④障害 ( 補償 ) 給付 託 月 一時金・年金 ( 平成 年 月分～平成 年 月分 ) 

⑤遺族 ( 補償 ) 給付 託 月 一時金。 年金 ( 平成 年 月分～平成 年 月分 ) 

⑥葬祭料 ( 葬祭給付 ) 円 

⑦介護 ( 補償 ) 給付託 円 ( 対象期間平成 年 月分～平成 年 月分 ) 

(2) 支給決定は行ったが、 いまだ支払っていないもの (2 回目以降の年金給付を 除く。 ) 

( 補償 ) 給付 円 ( 平成 年 月 日支給決定、 平成 年 月 日支払予定 ) 

2  請求があ ったが支給決定をしていないもの ( 平成 午 月 日 現在 ) 

①療養 ( 補償 ) 給付 ( 対象期間平成 年 月 日～平成 年 月 日 ) 

②休業 ( 補償 ) 給付 ( 対象期間平成 年 月 日～平成 年 月 日 ) 

③障害 ( 補償 ) 給付 

④遺族 ( 補償 ) 給付 ( 一時金・年金 ) 

⑤葬祭料 ( 葬祭給付 ) 

⑥介護 ( 補償 ) 給付 ( 対象期間平成 年 月分～平成 年 月分 )   

( 担当者氏名 ) ( 電 ; き )     




